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東　　　　　区

福市東選告示第 3号

　投票区の設置の告示（昭和47年福市東選告示第16号）の一部を次のように改正する。

　　令和 8年 1月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市東区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委 員 長　　森　　　　　英　　鷹　　　　

　表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

千　　　早
千早三丁目（千早西投票区に属する区域を除く。）、千

早四丁目、千早五丁目、千早六丁目、香椎団地

千　早　西

千早一丁目、千早二丁目（名島第二投票区に属する区域

を除く。）、千早三丁目（ 3 番、 4 番）、香椎浜一丁目

（ 1番、 3番から 5番まで）

千　　　早

千早三丁目（千早西投票区に属する区域を除く。）、千

早四丁目（千早西投票区に属する区域を除く。）、千早

五丁目、千早六丁目、香椎団地

千　早　西

千早一丁目、千早二丁目（名島第二投票区に属する区域

を除く。）、千早三丁目（ 1 番から 4 番まで）、千早四

丁目（ 1 番から15番まで）、香椎浜一丁目（ 1 番、 3 番

から 5番まで）
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

照 葉 第 一 香椎照葉一丁目、香椎照葉二丁目

照 葉 第 二
香椎照葉三丁目、香椎照葉四丁目、香椎照葉五丁目、香

椎照葉六丁目、香椎照葉七丁目

照 葉 第 一 香椎照葉一丁目、香椎照葉二丁目、香椎照葉三丁目

照 葉 第 二
香椎照葉四丁目、香椎照葉五丁目、香椎照葉六丁目、香

椎照葉七丁目

福岡市公報
第7206号
（別冊３）

－ 2 －

令和８年１月26日

印刷所 松影堂印刷株式会社

この印刷物は再生紙を
使用しています


